
北海道介護事業所等及び介護施設等に対する
サービス継続支援事業費補助金

交付申請の手引き
申請受付期間

2026年4月28日（火）～ 2026年6月12日（金）

202６年4月28日版

北海道介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費
補助金事務局

問い合わせ先 ０１１－５００－９435

対応時間午前９時から午後５時（平日のみ）
開設日時 2027年２月26日（金）まで

補助金の申請等に関し、お気軽にご相談ください。
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申請にあたっての留意事項

本補助金に係る注意事項を以下のとおりご案内いたしますので、必ずご確認のうえ、
ご理解いただいたうえでの申請をお願いいたします。

1. 定められた期日までに補助金交付申請書・実績報告書等の提出がない場合、補
助金は交付されません。提出した申請書類に不備があった場合は、定められた
期日までに修正したものを事務局に提出してください。
また、提出書類に疑義がある場合は、追加書類の提出を求めることがあります。

2. 状況報告等
知事は必要があると認める時は、補助事業者から報告を求め、道の職員に 調
査させることがあります。

3. 補助金受領後の取扱い

（１）補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類や帳簿等の

証拠書類を整備し、かつ補助金の交付を受けた年度の翌年度から５年間

保存しておかなければなりません。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な

運用を図らなければなりません。

4. 決定の取消し・補助金の返還
知事が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、補助金の交付の決定の
全部または一部を取り消します。取り消した場合において、補助金が既に交付
されている時は、期限を決めてその全部、または一部の返還を請求します。

（1）補助事業者が、この補助金を他の用途に使用した時、又は正当な理由がない
のにこの補助金を使用しない時。

(2）補助事業者が、虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に

請求し、または受領した場合

(3）補助事業者が、補助事業に関して不正に他の補助金等を重複して受領した場合

(4)補助事業者が、前各号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して、この補助金
の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令若しくはこれに

基づく知事の処分に違反した時、または不正な行為をした場合
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補助金の概要

昨今の物価上昇に対応し、介護サービスを円滑に継続することが出来るよう対策を講じる
際に発生する費用や、厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を
確保するための緊急的な支援として食料品の購入費等に対しての支援を行います。

・ 道内に所在する介護サービス事業所・施設

・ 補助金の交付までに休止、または廃止する施設・事業所

・ 各介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業のみを実施する施設・事業所

・ 介護サービスの提供実績がない医療機関等のみなし指定事業所

補助対象経費

対象事業者

対象外事業者

(１) 介護サービスを円滑に継続するための対応 （設備・備品等購入費等）

介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に
介護サービスを継続するために必要な費用の一部

(２) 災害備蓄等への対応 （設備・備品等購入費等）

介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために
必要な費用の一部

(3) 物価上昇への対応 （食料品購入費等） ※入所系サービス事業者の一部のみ対象

食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として
食料品の購入費用の一部

対象経費補助率

国や道の予算額を上回る申請がある場合は、予算範囲内での交付となるため、実際
の補助額は基準額以下になる可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
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補助対象者・補助率及び補助金額

対象サービス・金額一覧

※通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和７年４月サービス提供分から９月サービス提供分までの平均により判断すること。介護老人福祉
施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの定員数
は、令和8年４月１日時点のものとする。事業所・施設等について、補助金の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中の事業者は事業
再開後は補助対象とする。各介護予防サービスは補助対象に含まない。介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマネジメ
ント）を実施する事業所は補助対象に含まず、当該事業の利用者数も基準単価の算定に当たっての利用者数に含まない。医療系サービスの
みなし指定の事業所も補助対象に含むが、令和7年9月以降から申請時点までに介護サービスの提供実績がない場合は補助対象に含まない。
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補助対象経費となる事例

補助対象経費内訳

（1） 介護サービスを円滑に継続するための対応
介護事業所等が訪問、送迎等に要する移動経費に加え気候変動の影響による猛暑などの
様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用

（例）

・ 介護サービスで利用する訪問、送迎車両の燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い
必要となる経費

・ ネッククーラー（ヒーター）、熱中症対策ウオッチ、冷感（防寒）ポンチョ、
スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費

・ 光熱費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要な経費
・ 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、

業務用温水給湯器（給湯用、暖房用、融雪用）、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、
換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に
必要な設備・物品等の購入等経費

※ あくまで対象経費の例として示したものであり、事業の趣旨目的に反しないものであれば、
施設や事業所の実情に応じて、必要な物品の購入経費も補助の対象となります。
記載がない設備への質問については、返答にお時間を頂戴しますのでご了承下さい。

（2）災害備蓄等への対応
介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用

（例）

・ 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
・ ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
・ 衛生用品、医療用品等の購入等経費
・ 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
・ その他災害への備えとして必要と認められる経費

※ あくまで対象経費の例として示したものであり、事業の趣旨目的に反しないものであれば、
施設や事業所の実情に応じて、必要な物品の購入経費も補助の対象となります。
記載がない設備への質問については、返答にお時間を頂戴しますのでご了承下さい。

（3）物価上昇への対応 ※入所系サービス事業者の一部のみ対象
食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な
支援として食料品の購入費用

（例）
・ 介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を

確保するための飲料水、食料品の購入費等
・ 食事提供（給食費等）に伴う外部事業者への委託料
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補助対象外経費について

補助対象外経費

• 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの

• 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの

• 支払が補助対象者以外の名義で行われるもの

• 振込、支払手数料

• 補助金の交付決定前に納品・支払いを行った経費

• 取得費用が単価30万円以上の設備・備品

• 事業所における研修等の実施費用、設備等の設置工事費用、建物等の修繕費用

• その他知事が不適当と認めるもの

【北海道介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金の
手引き（令和8年4月ver.１ ） 掲載先】

URL：https://hkd-kaigokeizoku-shien.jp/
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留意事項

留意事項

1. 補助対象経費は、交付決定を受けた日以降に発注を行い、補助事業実施期間内に
備品などの納品及び支払いが完了しているものが対象となります。
事前着手は認められません。

2. 補助対象経費の支払方法は、銀行振込又はクレジットカード、現金での支払いが対象
となります。

3. クレジットカードによる支払いは、申請者本人、会社名義、代表者名義での
支払いに限ります。

4. クーポン、ポイント等を用いて支払いをした分については、補助対象となりません。

5. 銀行等口座振込手数料、代引手数料等は補助対象となりません。

6. 帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間は保管し、事務局より
提出等の要求があった時は提出できるようにしてください。

7. 事業者以外（個人）からの購入やオークションによる購入は補助対象となりません。

8. 購入した備品をレンタル、販売（転売）することはできません。

9. 交付決定時や実績報告時に、審査により、不交付・補助対象経費又は
補助金額が減額交付されることがあります。

10. 申請の内容等が変更となる場合は、必ず事前に申請の上、承認を受けなければ
なりません。また、承認を受ける迄は事業（発注・購入）を進める事が出来ません。
ただし、交付決定を受けた補助対象経費の総額の２０％以内の増減の場合は、
変更申請は不要です。
計画変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合は補助金交付額は
増額にはなりません。補助対象経費が減額となった場合には、減額後の
補助対象経費を対象とします。

11. 申請の手引きに記載出来る事には限りがございます。
手引きと併せてFAQもご確認の上、ご申請下さい。

12. 不正受給が発覚した場合は、補助金の返還及び不正受給者の公表を行います。

13. 北海道が審査に必要と判断した場合、手引きに記載されていない書類（データ等）の
提出を求める事がございます。その場合は速やかにご対応下さい。

14. 審査担当者への暴言、長時間の拘束・社会通念上相当な範囲を超える対応の強要・

合理性を欠く不当・過剰な要求が確認された場合は「北海道カスタマーハラスメント

防止条例」に基き、適切な処置を取らせていただきます。
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申請の流れ

申請の流れ

① 電子申請 （５月上旬頃申請可能）

③ 審査の上、交付決定通知を事務局より郵送します。

（審査の結果補助対象外となる場合も通知を郵送します。）

④ 交付決定通知を受理後、申請内容に沿って補助事業を

実施してください。

⑦ 補助事業完了後30日以内または、2026年12月28日（月）までの
うち、いずれか早い日までに実績報告に必要な書類を作成し、郵送にて
提出をしてください。

⑨ 事務局にて内容審査後、補助金額の確定を行い

「交付額確定通知書」を郵送し、補助金を指定口座に入金します。

⑧ 必要に応じて道の職員が現地調査等を行います。

※補助事業の途中で申請内容の変更等が生じた場合は、必ず事務局へご連絡を

お願い致します。（実績報告時に発覚した際には交付決定が取消され、補助金が

交付されない場合があります。）

⑤ 事業内容等に変更があった場合は、
「変更承認申請書」を提出してください。
（※補助対象経費の総額の２０％以内
の増減の場合は不要）

⑥ 変更承認を受けてから、補助事業
を継続してください。

② 郵送申請
※申請可能になりましたら、HPでお知らせします。
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申請受付期間・郵送先

受付期間

同一施設内（事業所）で複数のサービスを運営されている
場合はそれぞれのサービスで申請が可能です。

（郵送の場合当日消印有効）

専用ホームページ： https://hkd-kaigokeizoku-shien.jp/

※交付決定前の着手は認められませんのでご注意ください。

2026年4月28日(火) ～ 2026年6月12日(金)

郵送先

〒060-8653

北海道介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金事務局

• 郵送申請の場合は簡易書留や一般書留、レターパックプラス（ご自身で郵便の
追跡ができる方法で、かつ配達時に受取確認がされるもの）で郵送してください。

• 料金不足のものについては、受付できませんので、郵送料などお間違えの
ないよう、お願いします。

北海道庁ホームページまたは専用ホームページよりダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードができない場合は、事務局にご連絡ください。

【申請書類等について】

🔎 北海道介護事業所等及び介護施設等に対する

サービス継続支援事業補助金

電子申請の場合は2026年6月12日23時59分までにご申請下さい

※住所の記載不要
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申請書類一覧

・ インターネットでの購入時など見積書の提出が出来ない場合は、商品ページの
スクリーンショットやカタログ等、購入予定物の金額が分かる参考書類を
ご提出下さい。

・ 複数の備品を購入される場合の見積書等の金額が「一式」で表記されていて
内容や金額の判別ができない場合は、別途明細書等の資料を求める場合が
あります。

・ 燃料費等、見積書が提出出来ない場合は過去の実績が分かるものの写し
（請求書、領収書等）をご提出下さい。

※その他必要に応じ上記記載以外の書類（データ等）を求める場合があります。

申請書類

① 補助金等交付申請書（別記第１号様式）

② 事業計画書（別記第２号様式）

③ 補助金等交付申請額算出調書（別記第３号様式）

④ 経費の配分調書（別記第４号様式）

⑤ 事業予算書（別記第５号様式）

⑥ 資金収支計画書（別記第６号様式）

⑦ 電子交付申出書兼メールアドレス確認書（別記第7号様式）

⑧ 事業実施計画書（様式１号）

⑨ 費用の金額等が確認できるもの（見積書の写し、カタログ等）

《注意事項》
※手引き４ページの
「設備・備品等購入費等」
と「食料品購入費等」の
どちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出する
ことになります。
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申請記載例

令和 8 6 1

補助金等交付申請書

鈴木 直道

札幌市中央区北３条西６丁目
株式会社 北海道介護サービス
代表取締役 北海道 太郎

8 8 10

8 10 10

北海道 花子 011-123-4567

北海道 花子 011-123-4567

（備品購入理由 例）

介護サービスを円滑に継続するための対応としてスポットクーラーを４台購入する。
（食料品購入理由 例）

物価上昇への対応として10名分の食料品を購入する。

施設住所ではなく法人登記住所を記載

法人名の他、役職と代表者の名前も記入

簡潔に記入

申請日より1ヶ月以降を目安に記入

代表者以外に担当者がいる場合は、担当者が本件責任者となっても良い

着手予定日から余裕を持った期間で記入

200,000 対象経費額ではなく補助金額を記入

※注意事項
入所系施設で「設備・備品等」と「食料品
購入費等」のどちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出することになります。

（記載例）
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申請記載例

事業計画書 （記載例）

平成２５年２月５日

(備品 例)
本件、備品（スポットクーラー）を導入することにより、猛暑の際、
事業所内の環境改善に資することが見込まれるため。
（食料品 例）

本件導入により、資金繰りの安定化が図られるため。

《事業形態を記載してください》

（備品 例）
スポットクーラー４台購入
（食料品 例）
物価上昇への対応として10名分の食料品を購入する。

※注意事項
入所系施設で「設備・備品等」と「食料品
購入費等」のどちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出することになります。
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申請記載例

補助金等交付申請額算出調書（記載例）

備品等

食料品申請の場合は、
科目に「食料品」と

入力（記載）願います。

200,000220,000 10/10200,000 0220,000 200,000
220,
000

※注意事項
入所系施設で「設備・備品等」と「食料品
購入費等」のどちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出することになります。
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申請記載例

経費の配分調書 （記載例）

備品等 200,000220,000 20,000 0 0 0

0 0 0

食料品申請の場合は、
科目に「食料品」と

入力（記載）願います。

220,000 200,000 20,000

※注意事項
入所系施設で「設備・備品等」と「食料品
購入費等」のどちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出することになります。
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申請記載例

事業予算書

道補助金

備品等

200,000

220,000

8 6 1

株式会社 北海道介護サービス
代表取締役 北海道 太郎

食料品申請の場合は、
科目に「食料品」と

入力（記載）願います。

（記載例）

自己資金 20,000

※注意事項
入所系施設で「設備・備品等」と「食料品
購入費等」のどちらも申請する場合は、
それぞれ申請書を提出することになります。
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申請記載例

資金収支計画書

備品等

道補助金

千円以下は切り捨てで記入する。

食料品申請の場合は、
科目に「食料品」と

入力（記載）願います。

（記載例）

200 200

220

自己資金 220 -200

0

0

0

0

0

20

220

220

0

0

※注意事項
入所系施設で「備品」と「食料品」両方を申請
する場合は、本表を「備品分」、「食料品分」を
分けて提出してください。（2枚提出）

220

220

220
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電子交付申出書兼メールアドレス確認書

申請記載例

令和 8 6 1

札幌市中央区北3条⻄6丁⽬

株式会社 北海道介護サービス
代表取締役 北海道 太郎

株式会社 北海道介護サービス

代表取締役

北海道 太郎

kaigo@hokkaido.jp

施設住所ではなく法人登記住所を記載

法人名の他、役職と代表者の名前も記入

代表者氏名を記入

（記載例）

鈴木 直道
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申請記載例

事業実施計画書

0010010001 北海道ケアホーム

北海道 札幌市中央区北1条⻄1丁⽬ 011-123-4567 経理

10

60 60

200,000 スポットクーラー4台（単価50,000円）

200,000

180,000 食料品10名分

180,000

180180

自動計算になります

（記載例）

2００ 2００
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申請書の添付書類

見積書

・ 申請日において、有効期間内の見積書を提出してください。

・ 一式ではなく、項目毎に数量、単価が記載されていること。

・ インターネットでの購入時など見積書の提出が出来ない場合は、商品ページの
スクリーンショットやカタログ等、購入予定物の金額が分かる参考書類をご提出下さい。

・ 光熱水費、燃料費等、見積書が提出出来ない場合は過去の実績が分かるものの写し
（請求書、領収書等）をご提出下さい。

２００,000

5０,000

２０,000

２００,000

２2０,000

２2０,000
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実績報告書提出期限・郵送先

報告書提出期限

補助事業完了後30日以内
または

2026年12月28日（月）

※どちらか早い日が期限となります。

（必着）

（必着）

郵送先

• 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（ご自身で郵便物の追跡ができる方
法で、かつ配達時に受取確認がされるもの）で郵送してください。

• 料金不足のものについては、受付できませんので、郵送料などお間違えのな
いよう、お願いします。

提出書類等は専用ホームページよりダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードができない場合は、事務局にご連絡ください。

【提出書類等について】

🔎 北海道介護事業所等及び介護施設等に対する

サービス継続支援事業費補助金

専用ホームページhttps://hkd-kaigokeizoku-shien.jp/

電子申請の場合は2026年12月28日23：59まで実績報告可能

〒 060-8653

北海道介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金事務局

※住所の記載不要


